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静岡市自転車道ネットワーク整備

M ぬ

平成25年5月31日

静岡市建設局道路部

道路保全課

交通安全施設担当

静岡市自転車道ネットワーク整備計画
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1.静岡市自転車道NW整備計画
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自転車を取り巻く状況 ー静岡市ー

-近年、自転車利用ニーズが高くなっている
.自転車の保有台数は、昭和何年の約2倍(平成19年、県)

・代表交通手段における自転車利用割合が高い

(全国平均 :15%静岡市 20%)

-静岡市内の高校生の約8割が自転車通学をしている.

自転車道NW整備計画

自“. a温 自剛思 健.その他

代表交通手段

いくつかの交通手段を乗り倹えた場合、
その中の主な交通手段

自転車通学
17.253人(約8割)

脈問中旬.司断固 ' "‘



自転車道NW整備計画
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自転車道ネットワーク整備順位の考え方

①課題の大きい箇所(必要性)

→安全性に問題のある路線

②住民の要望が高い箇所(住民ニーズ)

→自転車交通量が多い路線

③事業推進が容易な箇所(事業容易性)

→幅員の広い路線、都市計画道路や供用

予定が明確な事業路線

自転車道NW整備計画
自転車道ネットワーク路線の選定

..掴の大昔い箇所
{必要性)

3つの
指標

住民の要望が高い
箇所(住民ニーズ}

-m園理霊童

事案鍵進が容易な
箇所(事案容易性)

幅員の広い道路すれ遣いが容易通行機能

自転車交通需要が高い路線

交通不便地減における
公共交通の補間路線

関連計画等における
自転車ネットワーウ路線

優先して整備

すべき路線拠点に連絡する路線

平成20年1月自転車通行環境整備モデル地区『清水駅前地区J
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安全な通行

アヲセスが容易アウセス纏能

C~ヰト→ 重要拠点聞の往来

自転車走行空間の整備形態 自転車道NW整備計画
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女路線にあった最適の手j去を選択*
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-歩道の有無
・現況道路幅員
・障害となる構造物の有無
.自動車交通量
・自動車走行速度
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整備までの流れ自転車道NW整備計画
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既存の道路幅員肉での自転車転車走行空間の確保

し一一一一 低コストで現実的な整備を実施

自転車道整備事例
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国璽冨
I .必要幅員2.0m以上(やむを得ない場合1.5m以上) I 



-自転車走行帯を青色に着色

・「自転車専用Jr矢印マーウ」の路面標示を設置

.通行帯を示す標識を設置

-必要幅員1.5m以上(やむを得ない場合1.0m以上)

-自動車速度50km/h以下、自動車交通量2，000台Ih以下

'lkm程度の連続したレーンを確保できること
-都市型側溝と合わせて整備すること
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自転車専用通行帯(自転車レーン)整備事例 1

置_n:!ι書官週間~}.'(~覇己却日阻

-必要幅員1.5m以上(やむを得ない場合1.0m以上)

-自動車速度50km/h以下、自動車交通量2，0∞台Ih以下

'lkm程度の連続したレーンを確保できること

-都市型側溝と合わせて整備すること
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自転車走行誘導帯(ブルーレーン)について

歩道
1.0m以上

自転車レーンとブルーレーンについて
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I .• ，_. .. .，..... 11.5m以よ
聾備 |必要幅員 1;やむを得ない場合1.0m以上)
量件 l l 

整備に際し|基本的に都市型側溝と合わせて整備

道路 | 通行事特 |車両通行術

主通法| 自動車 |自転怠以外の車両は通行不可.

の走行

通行区分

路肩は車道であるため、法律よは車両国通
行は可能とも考えられる日査よではあいまいl.

法律で自転車走行が守られた空間

i車道及び歩道の幅員に余裕がなく、自転車レーンや自転車歩行者道が適用できない路線 |

-外側線の内側を青色に着色
・自転車の進行方向、通行位置を示す啓発マーウを設置

-必要幅員100m以上
-自動車実勢速度45km/h以下、自動車交通量1，000台/h以下

.歩道が整備されていること
-ir~=医Z謹町四;:(11)亘E草署~[I，iI・

自転車歩行者道の基本幅員について 自転車通行標示の設置について

⑮ 
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-外側線の車道恒1)に自転車の進行方向、

通行位置を示す啓発マークを設置

-路肩は歩行者専用を啓発するため、

グリーンベルトを整備

湾側聞宵|

圃.
回盟国

ECI民澗此置時措園高産軍司回匝E圃

-自動車と完全共存のため幅員規定なし
-自動車速度45km/h以下、自動車交通量1，000台/h以下
.外側線が設置されていること

-自転車通行部分の幅員は自転車道の縮小規定値に準じて1.5m
・歩行者通行部分の幅員は歩行者(占有幅0，75m)2人のすれ違いが可能となる15m
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